
日  時：２０２６年１月２７日(火) １９：００～２１：００ 

実施方法：Zoom ミーティングによるオンライン形式 

主  催：日本社会福祉士会 都道府県体制整備支援プロジェクトチーム 

総合司会：池田 和枝(都道府県体制整備支援プロジェクトチーム 委員) 

■ 開会挨拶

安藤 千晶(日本社会福祉士会 副会長)

■ 趣旨説明

谷川 ひとみ(都道府県体制整備支援プロジェクトチーム 委員)

■ 社会福祉士や都道府県社会福祉士会における権利擁護支援にかかわる地域への実践報告」

実践報告① 河野 岳洋 氏（宮崎県社会福祉士会）

実践報告② 宮間 恵美子 氏(千葉県社会福祉士会)

■ グループ発表・まとめ

星野 美子(日本社会福祉士会 参事)

■ まとめ・閉会挨拶

直木 愼吾(日本社会福祉士会 理事)
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2025 年度 都道府県・自治体支援に向けた連続勉強会 第 2 回 

「地域の権利擁護体制を進めるための社会福祉士(会)の役割を考える」 

～国の動向を見据えて～ 
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202５年度 第2回

都道府県・自治体支援に向けた連続勉強会

「地域の権利擁護体制を進めるための
社会福祉士（会）の役割を考える」

～国の動向を見据えて～

本会からの趣旨説明

都道府県体制整備支援プロジェクト委員

谷川 ひとみ

（福島県社会福祉士会 所属）

資料１
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鐙 健幸
長方形



厚生労働省 成年後見制度利用促進室作成資料より転載

地域共生社会の実現や語られている理念・具体的実践は、制度化・法定化の如
何に関わらず、社会福祉士として目指すべきことと合致している。
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うか

社会福祉士個人・社会福祉士会として地域連携ネットワークのいたるところに
関係し、ネットワークの機能強化に係わるチャンネルは多数存在している。

都道府県専門アドバイザー
厚生労働省 成年後見制度利用促進室作成資料より
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日本社会福祉士会として、重要な協議の場に参加
し、ソーシャルワーカーとしての立ち位置で意見表
明を続けている。

• 法務省 法制審議会民法（成年後見等関係）部会

• 厚生労働省 成年後見制度利用促進専門家会議

• 厚生労働省 社会保障審議会福祉部会

• 全国社会福祉協議会 任意後見・補助・保佐等の

相談体制強化・広報事業運営委員会

その他、外部専門職団体の理事や委員

厚労省補助金事業実施団体委員会への参画 等々

日本社会福祉士会独自事業：

「中核機関の役割とソーシャルワーク機能に関する調査研究事

業」報告書 2025年3月
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権利擁護センターぱあとなあ 後見委員会
都道府県体制整備支援プロジェクトとしての取組

2022年度権利擁護センターぱあとなあ後見委員会 都道府県体制整備支援プロジェクト立ち上げ

2023年度 都道府県士会体制整備支援連続勉強会

第１回勉強会（6/28）「権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築における社会福祉士会の役割」

第2回勉強会（９/26）「国の検討状況の最新情報及び本会の見解」

第3回勉強会（11/22）「都道府県ぱあとなあにおける人材育成と体制整備について」

第4回勉強会（2024/3/5）「後見人等に関する苦情等への適切な対応（試行事業実施をふまえて）」

2024年度 都道府県・自治体支援に向けた連続勉強会

第1回（9/26）「地域の権利擁護体制を進めるための社会福祉士の役割を考える」

第2回（12/12）「地域の権利擁護体制を進めるための社会福祉士（会）の役割を考える」 

第3回（公開セミナー）（2025/2/11）

「民事法制と社会福祉との一体的改革」法制審議会部長 山野目章夫 氏

2025年度

2025/07/23 「民法（成年後見等関係）改正における中間試案のポイント説明会」

2025/08/25 パブリックコメント募集に対して「民法（成年後見等関係）等の改正に関する中間試

案に関する意見 」を日本士会として提出

※ プロジェクトとして意識したこと⇒

県士会ぱあとなあ所属会員のみならず、県士会理事を始め、各個人会員に対しても参加を呼び掛ける
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民法改正・社会福祉法改正の大
きな転換期の真っ只中。

私たち個人としての社会福祉士、
職能団体として社会福祉士会はこ
のうねりの重要さを理解し、真に
求められている活動を実践できて
いるのだろうか？！
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＝今回の勉強会で皆さんにお伝えしたいこと、
共に考えたいこと＝

202５年度 都道府県・自治体支援に向けた連続勉強会 

第２回 「地域の権利擁護体制を進めるための社会福祉士

（会）の役割を考える」 

～国の動向を見据えて～ 

テーマ：「 都道府県社会福祉士会における権利擁護支援

にかかわる地域への実践報告」

 社会福祉士の個人としての実践や所属する社会福祉士会に

おける取組みを報告していただき、私たちが地域において
どのような役割を担い、地域の実情に合わせてどの様に体
制を整備すべきかを共に考え、明日からの実践につなげて
行きましょう！ 
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1

もくじ

1. 宮崎県社会福祉士会と中核機関の連携強化のための取
組み

2. 今後の取組みについて

【2025年度都道府県・自治体支援に向けた連続勉強会第2回】

令和8年１月27日（火）
宮崎県社会福祉士会 河野 岳洋

社会福祉士や都道府県社会福祉士会における

権利擁護支援にかかわる地域への実践報告

資料２
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鐙 健幸
長方形



2

1.宮崎県社会福祉士会と中核機関との
連携強化のための取組み
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ぱあとなあ宮崎登録会員総数（R7.9月時）

184 名

3

1．ぱあとなあ宮崎の運営・組織について

令和６年度新規登録会員数 22 名

令和７年度新規登録会員数(見込) 16 名
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4

地域ごとの会員数（R7.11.30現在）
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令和6年度の受任状況（R7.3月末現在）

受任件数（ 176 ） 返却件数（2）

後見 保佐 補助 任意後見 監督人 調整中 日向市

116 41 14 2 2 1 2

5

【類型ごとの受任総数】

後 見 （561件） 保 佐（257件） 補助（70件）

後見監督（4件） 任意後見（17件）
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「宮崎県成年後見制度普及検討連絡会議」
令和6年12月20日宮崎県福祉保健部長寿介護課 医療・介護連携推進室より 6

2．宮崎県内の中核機関の整備状況など
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7
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8

【連携に関する協定書について】

目的
権利擁護支援体制の充実に向け、中核機関が業務を効果的に実施する
ために宮崎県社会福祉士会との連携について必要な事項を定める

内容

第１条 目的

第２条 定義
●「専門職協力者登録名簿」について

第３条 連携事項
●「専門職協力者登録名簿」の充実、後見人等候補者受任調整、
受任候補者調整会議の会員派遣、会員の支援や資質向上など

●具体的な推進方法、役割等に関しては別途協議の上、取り決める
●適宜、今後の推進方法に関する協議を行う

第４条 有効期間

第５条 協定の変更

第６条 守秘義務

第７条 個人情報の保護

第８条 疑義等の解決

別紙1参照（延岡・西臼杵地域中核機関設置運営業務における連携に関する協定書）

※広域で整備されている県内の中核機関（委託）でも同様の協定書を締結

３．宮崎県社会福祉士会と県内の中核機関のつながり
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受任調整（マッチング）について

受任調整役の対応 中核機関の対応

① ぱあとなあへ名簿登録

② ぱあとなあ事務局より、各地域

の受任調整役へメール送信（後

見人等候補者の推薦依頼）を行

い、受任調整役が調整を行う

③ 受任調整役より、ぱあとなあ委

員長・ぱあとなあ事務局・関係

役員等へ連絡

④ ぱあとなあ事務局より家裁、行

政等へ回答（後見人等候補者の

推薦）を行う

⑤ 家庭裁判所より、後見人等へ審

判書が届く（郵送）

① 各中核機関に名簿登録

② 各中核機関の受任調整会議後に、登

録会員へメール送信（後見人等候補

者の推薦依頼）を行う

③ 「顔合わせ」を行う（本人、後見人

等候補者、支援者などが参加）

※複数での後見人等候補者について

④ 各中核機関より家裁、行政等へ回答

（後見人等候補者の推薦）を行う

⑤ 家庭裁判所より、後見人等へ審判書

が届く（郵送）

⑥ 審判確定後、「チーム会議」を行う

（本人、後見人等、支援者など）

⑦ 各中核機関ごとに受任調整状況をぱ

あとなあ事務局へ報告（毎月）

⑧ ぱあとなあ定例会にて、受任調整状

況（件数）の報告
9

- 17 -



①推薦依頼（家庭裁判所・行政）

②受任調整会議

⚫ 会議出席者（弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士・行政・権利擁護センター
⚫ 検討内容（具体的な課題、予見される後見業務、後見人等候補者の職種の検討
リレーの必要性など）

⚫ 複数の後見人等候補者がいた場合、複数で顔合わせ実施

10

③後見人等候補者の推薦依頼
（ぱあとなあ会員及びぱあとなあ会員が所属する法人後見にも同時に依頼）

⑤依頼元へ推薦依頼の回答

⑥審判確定（後見人等選任）後、「チーム会議」を実施

⚫ 複数の後見人等候補者がいた場合（下記①②の場合）は、依頼元へ複数で回答する
①ぱあとなあ会員が複数いた場合
②ぱあとなあ会員とぱあとなあ会員が所属する法人の両方が手を挙げた場合

◎複数での後見人等候補者の推薦について

④「顔合わせ」（ZOOMも活用）
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中核機関

【職能団体】
●リーガルサポート
●コスモス
●ぱあとなあ
●精神保健福祉士会

【成年後見人】
●専門職後見人
●法人後見事業者

地域連携ネットワーク協議会

宮崎家庭裁判所
延岡支部

サポート

公証役場

事務局

大学

社会福祉協議会

●宮崎県
●宮崎県社会福祉協議会

11
医療機関

●介護支援事業所
●相談支援事業所

法テラス

NPO法人

地域連携ネットワーク協議会について

延岡・西臼杵地域連携ネットワークのイメージ

チーム

●地域包括支援センター
●基幹相談支援センター

警察
【行政】

●高齢 ●障がい
●生活保護 ●生活困窮
●消費生活など

金融機関民児協

商店など 市民後見人養成研修修了者

医療機関 ケアマネジャー

相談支援専門員

家族、親族
介護（障がい）
サービス事業者
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専門性を活かした支援からフォローアップまで連携・実践する

12

専門職

⚫身近な地域において、市民が抱える生活上の困りごと、特に権利擁護

支援が必要となる課題においては法律・福祉等の専門性が必要であり、

私たちはその解決に向けた知識やノウハウを有する立場であることか

ら、時には後見人等として、時にはチームを後ろから支える役割とし

て他職種連携を実践し、本人との信頼関係の構築に努め本人の意思に

基づく生活の実現を図っていきます。

⚫個別支援への関わりだけでなく、権利擁護支援の地域連携ネットワー

クの仕組みづくりにおいても、法律等の専門性を有する主体として参

画しています。

地域連携ネットワークにおいて「社会福祉士」に期待すること

第１期 延岡・西臼杵地域成年後見利用促進基本計画（令和4年3月1日～令和10年3月31日 P31より
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13

後見人等の専門領域イメージについて

※各士業の社会的地位を格付けしたものではない。各士業の所属母体における後見業務にかかる研修
・サポート態勢及び各士業固有の専門性と後見業務との親和性を踏まえて作成したもの。

※法人後見については、所属スタッフの業種等によって位置付けが左右されることから記載していない。

※宮崎家庭裁判所延岡支部と延岡・西臼杵権利擁護センターで共有
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職種
専門性を生かした想定業務

（身上保護・財産管理）

社会福祉士
（ぱあとなあ会員）

➢ チームによる支援体制の構築・拡充

➢ 累犯障がい者の地域定着支援に向けての

要請

➢ 同居親族等を含めた福祉的支援の実施

➢ 多種多様な身上保護に関する課題への対

応、専門的知識を要する身上保護事務

➢ 高度な福祉的知識を活用したご本人対応

14

後見人等候補者の選定イメージについて（一部抜粋）

※宮崎家庭裁判所延岡支部と延岡・西臼杵権利擁護センターで共有
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受任調整・中核機関支援部について（社会福祉士会）

15

【役割】

家裁、市町村等からの受任依頼の調整、中核機関と
の受任調整連携、その他中核機関との連携

【毎月のぱあとなあ定例会で意見交換】

1. 情報共有（社会福祉士会・中核機関が共通認識

で受任調整を行う）

2. 各地域の受任調整のあり方等の課題を共有し、

課題解決に向けて皆でアイデアを出し合う！！

3. 中核機関で働く社会福祉士をサポート
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16

２．今後の取組みについて
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17

後見人等のスキル

後見業務における強み
（主観的視点）

チームの意見

チームで意思決定支援を
重視

本人の意向
（意思決定支援）

人的・物的環境整備
意思形成支援など

中核機関の意見

「顔合わせ」の結果を
踏まえた意見
（客観的視点）

本人の課題や特性

多面的な視点でのアセ
スメント（申立書類+α）

１．より適した後見人等候補者の推薦について

社会福祉士会と中核機関のマッチング機能の強化！！
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項目 具体的な内容

アセスメント
（情報収集と課題分析）

➢ 権利擁護支援のために包括的なアセスメントを行い、適切な見立て
を行う（個別ケース、アンケート結果、聞き取り調査など）

ファシリテーション
（推進力と支援力）

➢ 中核機関が主催する会議や研修会など（地域連携ネットワーク協議
会や普及啓発・研修など）での進行管理

➢ 地域で開催される会議（個別のケア会議等）でのサポート

マネジメント
（調整・合意形成力）

➢ 地域の権利擁護支援や成年後見制度の利用促進の強化
（司法・医療・行政・介護・障害・児童・金融機関・市民団体等との連
携）

プレゼンテーション
（資料の作成と発表）

➢ 会議や研修など、様々な場面での発表
（資料などの作成とプレゼンテーション）

政策形成
（制度と方針の理解）

➢ 成年後見制度利用促進計画（事務局）
➢ 延岡市地域福祉計画・延岡市高齢者保健福祉懇話会・延岡市障がい

者自立支援協議会・宮崎県北定住自立圏共生ビジョン（委員）

２．中核機関職員としてスキルアップ

平成30年度 厚生労働省 社会福祉推進事業「地域における成年後見制度利用促進
に向けた実務のための手引き」P４８を改変
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成年後見制度利用支援事業について

19

令和７年４月以降、成年後見制度利用支援事業（報酬助成制
度）で、後見報酬が全額貰えないケースが散見されている。
宮崎県社会福祉士会では、ぱあとなあ会員に下記項目のアン

ケート調査を行った。また、その調査結果を中核機関を通じて
宮崎県や市町へ情報提供を行った。

【アンケート質問内容】

① 報酬審判額はいくらですか

② 助成の上限を超えた額はいくらですか

③ それを本人から徴収しましたか？

④ 徴収してない場合の理由

⑤ 徴収できない場合、その時の預貯金残高はいくら位でしたか

など

ソーシャルアクションが必要だと考えている！！
- 27 -



20

※各士業の社会的地位を格付けしたものではない。各士業の所属母体における後見業務にかかる研修
・サポート態勢及び各士業固有の専門性と後見業務との親和性を踏まえて作成したもの。

※法人後見については、所属スタッフの業種等によって位置付けが左右されることから記載していない。

３．市民後見人の活用について

※宮崎家庭裁判所延岡支部と延岡・西臼杵権利擁護センターで共有
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【概ね２年程度の下記

①～④の実務経験者】

① 法人後見支援

② 日常生活自立支援事

業の生活支援員

③ 福祉・医療系の資格

を有し福祉・医療の

現場での相談業務

④ 親族後見人

養
成
研
修
修
了
後
、
登
録
名
簿
へ
登
録
（
面
談
実
施
）

市
民
後
見
人
候
補
者

受
任
調
整
会
議

市
民
後
見
人

決定推薦

21

延岡・西臼杵地域における市民後見人養成研修修了後から
後見活動までの流れ（イメージ図）

家
庭
裁
判
所

市民後見人＋専門職（法人）監督人
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延岡・西臼杵地域中核機関設置運営業務における連携に関する協定書 

一般財団法人延岡市高齢者福祉協会（以下「甲」という。）と一般社団法人宮崎県社会福祉士

会（以下「乙」という。）は、延岡・西臼杵地域中核機関設置運営業務における連携について、

以下のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、延岡市、高千穂町、日之影町及び五ヶ瀬町（以下「関係市町」という。）に 

おける権利擁護支援体制の充実に向け、甲が関係市町から委託を受けて実施する延岡・西臼杵

地域中核機関（以下「延岡・西臼杵権利擁護センター」という。）業務を効果的に実施するた

めに甲と乙の連携について必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 本協定において、「専門職協力者登録名簿」とは、延岡・西臼杵権利擁護センターが行 

う成年後見人等候補者受任調整・成年後見制度に関する情報提供を行うために専門職の氏名、

連絡先その他の必要事項を記載する名簿のことをいう。 

（連携事項） 

第３条 甲と乙は、第１条の目的を達成するため、次の事項について連携し、取り組む。 

⑴ 専門職協力者登録名簿の作成及び充実に関すること。

⑵ 甲が行う後見人等候補者受任調整に関すること。

⑶ 甲が主催する受任候補者調整会議への乙の会員派遣に関すること。

⑷ 乙の権利擁護センターぱあとなあ宮崎に所属している県北地区会員の後見人等の受任状況

に関すること。

⑸ 乙の権利擁護センターぱあとなあ宮崎に所属している県北地区会員の支援並びに更なる資

質向上に関すること。

２ 甲と乙は、前項各号に規定する連携事項の具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の

上、取り決めるものとする。 

３ 甲と乙は、連携して取り組んだ第１項の事項について、適宜、今後の推進方法に関する協議 

を行う。 

（有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は、本協定締結の日からその属する年度の末日までとする。ただし、 

期間満了１か月前までに甲又は乙から特段の申出がない場合は、更に１年間更新するものと

し、以降も同様とする。 
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（協定の変更） 

第５条 甲及び乙は、本協定の内容を変更しようとする場合は、協議の上これを定めるものとす

る。 

（守秘義務） 

第６条 甲及び乙は、本協定期間中及び本協定終了後においても、本協定において互いに知り得

た秘密については、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に遺漏・開示してはならな

い。 

（個人情報の保護） 

第７条 甲及び乙は、本協定に関して取得した個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の

当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 甲及び乙は、本協定に関して取得した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な 

目的に利用してはならない。本協定の期間が終了した後も同様とする。 

３ 甲及び乙は、本協定に関して取得した個人情報を第 3条第 1項各号に定めた連携事項以外の

目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の承認を

得たときは、この限りでない。 

（疑義等の解決） 

第８条 本協定の内容に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、必要に応 

じて甲及び乙による協議の上定めるものとする。 

本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

令和 年 月 日 

甲 

乙  
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都道府県・自治体支援に向けた
連続勉強会第２回

実践報告

みやま社会福祉士合同事務所
宮間 恵美子

みやま社会福祉士合同事務所
宮間恵美子

行政で子ども、障がい、高齢、企画、市民自治、地域共生などを担当。
2021年４月社会福祉士事務所を開設し、成年後見や厚労省事業の受託、講師業など
ををしつつ、千葉県のスクールソーシャルワーカーとして勤務しております。
地域では、「支援者つながるカフェ」と称した支援者支援の活動をしています。

資料３

- 32 -
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長方形



千葉県社会福祉士会の組織図
総合相談委員会とぱあとなあ千葉に所属しています

2
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県士会での活動

【総合相談委員会】

●高齢者虐待防止研修の実施

●高齢者虐待防止マニュアル改訂作業

●高齢者虐待対応専門職チーム派遣

【ぱあとなあ千葉】

●後見人等として活動

3
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K-ねっと専門相談員として活動

4
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専門相談員としての活動
●成年後見制度に関する個別支援の相談対応
●成年後見制度利用促進に関する相談対応
●都道府県機能強化推進事業に参加

県士会・専門相談員の活動から
捉えていること

5

★他分野との連
携協働の必要性

★地域資源の把
握の必要性

県士会として…
分野超えた
総動員

の連携・対応が必要
では？
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6
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7

ア
セ
ス
メ
ン
ト

困り事 対応
医療

生活保護
生活困窮

障害福祉

就労支援

権利擁護支援

●課題が複数あったらどうするのか？
●対応するサービスがなかったらどうするのか？

●つながり続けるしかない 対応がある。
「見守り」「伴走」の言語化と価値の共有の必要性

●地域の力を活用する、新たな支援を創造するしかない対応がある。
「地域」に基盤を置いたソーシャルワークの必要性

それぞれの活動から見えること・感じること

重層的支援体制の必要性

7

病気
外国
ルー
ツ

メン
タル 人間

関係

SNS
性

貧困

障害

就労 孤独

社会の情勢

少子高齢化

世帯の縮小化

働き方の変化

女性の働き方

地域の脆弱化

コロナ禍
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8

すべての人の生活の基盤としての地域

地域共生社会とは

すべての社会・経済活動の基盤としての地域

交通産業農林 環境

「元気高齢者　画像」の画像検索結果 「認知症　イラスト　無料」の画像検索結果「父子家庭　イラスト　無料」の画像検索結果

「主婦　イラスト」の画像検索結果

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
 雇用創出等による経済
価値の創出

地域における人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

「悩む　イラスト」の画像検索結果

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な
主体が 『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
 する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
 や機会の提供
◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

- 39 -

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdla_PlPnWAhVL9WMKHeLODakQjRwIBw&url=http://blog.canpan.info/nsk/category_25/3&psig=AOvVaw1QSWXdjrbnByq57frsMXwI&ust=1508381330763972
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxqPms9LPAhUO1GMKHfPkBgQQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_7416.html&bvm=bv.135475266,d.cGc&psig=AFQjCNFpZfcCO7TP3oqaZ6w0iFn8rp3vtA&ust=1476263270359199
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi20LmVs9LPAhUL-GMKHQtaBj8QjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_912.html&bvm=bv.135475266,d.cGc&psig=AFQjCNF1KSCbK_1YsCGfSnYCU_IbXPqitQ&ust=1476263208745115
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMh5m4lvnWAhUX5mMKHQaXBAIQjRwIBw&url=https://www.sozai-library.com/sozai/3293&psig=AOvVaw31ZE8JFDaN0_4il1yCE9s3&ust=1508381799527773
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4nO_nt8fPAhUBmZQKHZW8Ck8QjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust99.html&bvm=bv.135258522,d.dGo&psig=AFQjCNG8hIox9vzaFd6G3JPfiKE8F-3RHA&ust=1475886498149968


地域共生をどう考えたか？

• 地域を基盤にする
松戸市 15圏域

• 地域資源を循環させる
コラボ・協働の発想

• 地域から遠いところにいる人を地域に取り戻す
伴走 多様で意外な出会いの創出

• 地域経済に関与していく
介護・医療・福祉・地域づくり × 産業・企業

9

なんだか
WAKUWAKU

する
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市役所から飛び出して
地域活動のスタート 千葉県松戸市で活動する地域志向の医療福祉

専門職や支援者同士のエンパワメントの場か

らつながりを広げ、アイデアをみんなでアク

ションしていくネットワーク型コミュニティ

- 41 -



@2025 Mi-Project /支援者つながるカフェ

地域共生を考えるとトークイベントの開催
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@2025 Mi-Project /支援者つながるカフェ

ビールフェスで相談の押し売りを展開
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@2025 Mi-Project /支援者つながるカフェ
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@2025 Mi-Project /支援者つながるカフェ
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- 49 -



初期相談の主訴

子ど
も 障害 高齢 生活

困窮

ソーシャルワーカー
既存の制度やサー
ビスの活用調整

ネットワーク・人とのつながりを活用し
た制度の狭間も埋める個別支援

課題の背景・要因

ソーシャルワーカー

世帯が暮らす地域

連
携

調
整

町会
自治
会

居場
所

サー
ビス
事業
者

商店
街

福祉施設

19

地域を知ることの重要性
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ソーシャルワーカーとして
大切にしたいこと

• 生活者としての自分を知ること

• 地域を知ること

• 相手の話をどう聞いて、どのように関係性を
作るのかが肝

• 何処でどの場面で専門性を発揮するのか

• 協働、連携のお作法

結局、バイステック！！

20

ご清聴ありがと
うございました
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